
次のとおり支度金の支給を行います。

社会福祉法人十愛療育会

・生活支援員

・常勤職員

金　　額
・支度金30万円（経験者）
・支度金15万円（新卒者及び経験１年未満の者）

条　　件
・人材紹介会社を経由しないで直接応募した者
・土日、祝日を含む日勤・夜勤が可能な者

支給基準 ・入職後自己申請し、試用期間終了後の給与に合算支給

返還規定
・入職後６か月以内に夜勤等が不可能になった場合
・１年以内に自己都合退職または解雇となった場合には全額を返還してい
ただきます。

適用期間 ・引続き2024年8月1日から当面の間適用する。

生活支援員就職支度資金制度

職　　種


